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１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間：令和７年10月7日～11月25日

・調査企業：日本電線工業会の会員企業 116社を対象

・回答企業：75社

・回答率 ：64.7％
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格の決定方法

【課題を踏まえた今後のアクション】

・価格交渉促進月間の取組を会員企業に広く周知するとともに、価格転嫁セ
ミナー等の取組を行い、次年度フォローアップ調査でさらに数値が改善さ
れるよう努める。

4





２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②支払条件
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【課題を踏まえた今後のアクション】

「手形」払いを実施している（未回答社含む）会員社を主体に、「中小受託取引適正化法」につい
て、「同法講習会」（主催：中小企業庁）受講含め周知・徹底を図るとともに、継続して１回／
年「自主行動計画フォローアップ調査」を実施、「手形」払い継続社には個別に「現金」払いま
たは（期日までの代金相当額受領可能な）「電子記録債権」払いを促す。

また、「2026年１月１日以降に発生する取引」の「発注した物品等を受領した日から起算して60
日以内において定める支払期日までに、代金を支払うことを徹底させるための取組」や「約束手
形の利用廃止に向けた取組」については、当会では、定期的に中堅中小会員社を中心に“困り事や
要望“を直接聴取する目的で「会員社訪問」を実施しているところ、「『価格転嫁』難題克服」要
望が多く寄せられていた。この要望を受け、2025年11月経済産業省より講師をお招きし「価格
転嫁セミナー」を開催、その際「中小受託取引適正化法」に関する説明をいただき、「手形払い
禁止」や「60日以内に代金を支払うことの徹底」が周知された。今後も「適正取引支援サイト」
を利活用しながら周知・徹底を行っていく。





２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③減額要請

【課題を踏まえた今後のアクション】

・減額要請を行う場合でも、発注量を増加する等、適正なコストを負担する、
書面等により合理的な説明を行う等、仕入先（発注先）との十分な協議を
行うことを徹底する。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ④型取引

【課題を踏まえた今後のアクション】

・下請法（当時）の勧告事例も踏まえ、書面等による取引条件の明確化、早期の
支払、量産終了後の型の保管費用の支払、等の徹底に努める。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑦その他

【分析結果・今後の課題】

・普及啓発活動については「経営トップからの指示で社内で周知している」が52社

「社外で開催される下請法等の説明会やセミナー等に社員が参加している」が50社

（複数回答）

【課題を踏まえた今後のアクション】

・実施していない会員社への周知徹底
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設問．貴社において、社内及びサプライチェーン全体に価格転嫁等の適正取引が浸透するために実施し
ている普及啓発活動等についてあてはまるもの選択してください。

【設問と回答】
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その他
下請法や振興基準等
を踏まえて、自社の
取引について自主点検
を行い、社内ルールや
マニュアルを整備、
見直ししている。

経営トップからの
指示で社内で周知
している。

社外で開催される
下請法等の説明会
やセミナー等に
社員が参加
している。

社内で下請法等
に係わる研修、
e-learnig等を
定期的に実施
している。

仕入先（発注先）
が取引に関する
相談がしやすい
よう、調達部署
とは異なる
第三者的立場の
相談窓口を
設置している。

仕入先（発注先）
へ下請法等に
係わる説明会や
セミナーを
実施している。

何も実施
していない。

直接の取引関係
にある仕入先
（発注先）
のみならず、 
さらにその先の
仕入先等を含めた、
複数の取引段階に
ある事業者間で
協力した取組を
行っている。



３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】
「金属産業取引適正化ガイドライン」を遵守し、自社がサプライ
チェーンの一員であることを意識し、取引先と適正な取引条件
の下で信頼関係を築き、長期的にその関係を維持するよう努め
るとともに、フォローアップ調査とさらなる改善を継続する。
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